
​公募型指名見積合せ（広告事業）の公告​

​　​

​　​​　下記の広告事業において、物品に民間事業者等の広告を掲載し、提供していただける広告​

​代理店を募集しますので、指名見積合せへの参加を希望する方は、下記に従って申請して​

​ください。​

​記​

​１　受付期間​

​　　令和７年12月3日（水）から令和7年12月17日（水）まで​

​２　受付場所​

​　　札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課​

​（札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所本庁舎２階）​

​３　受付方法​

​　　持参又は送付（送付の場合は必着）​

​４　指名見積合せに付する事項​

​　　​​証明持ち帰り用窓口封筒​​広告事業​

​（詳細は別紙見積説明書のとおり）​

​５　見積参加資格及び見積参加条件​

​　　次の見積参加資格及び見積参加条件のいずれかにも該当していること。​

​(1)地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。​

​(2)令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、業種が「一般​

​サービス業、９広告業」に登録されている者であること。​

​(3)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされている者​

​又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされている​

​者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状態が著しく不健全な者でないこと。​

​(4)札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期​

​間中でないこと。​

​(5)事業協同組合等の組合で当該組合の構成員が参加を希望していない者であること。​

​(6)札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年条例第６号）第２条第２号に規定​

​する暴力団員又は同条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団員​

​等」という。)に該当しない者であること。​

​６　申請書類等​

​　(1)札幌市広告事業公募型指名見積合せ参加申請書​

​　(2)見積参加条件に示す書類​

​７　指名通知書の送付​

​　　見積参加希望者のうち指名者に決定した方に対して、令和7年12月24日(水)までにFAX​

​または郵便で指名通知書を送付します。​

​８　その他​

​　(1)見積参加資格及び見積参加条件を満たしていない方の申請は受け付けません。​

​　(2)やむを得ない事情により見積合せ又は発注を取りやめる場合があります。​

​　（3）見積参加申請を受付けた方が２者以上ない場合は、この見積合せは中止します。​

​　(4)見積参加申請を受付けた方でも、必ずしも指名されるものではありません。​

​　(5)見積参加申請を受付けた方で指名されなかった方は、令和7年12月24日（水）の翌日か​



​ら令和８年１月５日（月）までに、書面によりその理由の説明を求めることができます。​

​　(6)提出資料の作成に要する費用は申請者の負担とします。​

​　(7)見積参加を希望する方は、札幌市契約規則及び同広告事業公募型指名競争入札取扱​

​要領を遵守すること。​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　[問い合わせ先]​

​札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課​

​TEL 011-211-2296​


